
 京都市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年５月１７日 

京都市長  松 井 孝 治  

京都市規則第   号 

京都市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第７条の２第２号中「、同法第６６条」を「又は同法第６６条」に改め、「又は売春防止

法第１７条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合」を削る。 

第２１条第２項第１号中「１３，０００円」を「１５，０００円」に改め、同項第２号

中「１７，０００円」を「２０，０００円」に改め、同項第３号中「１８，０００円」を

「１９，０００円」に改める。 

第２１条の２第２項中「１２，０００円」を「８，０００円」に改める。 

第２１条の９第１項第１号イ中「１１，１５０，０００円」を「１０，４５０，０００

円」に改め、同項第２号イ中「７，８００，０００円」を「７，３００，０００円」に改

め、同項第３号イ中「４，４５０，０００円」を「４，２００，０００円」に改める。 

別表第２ １中 

「                 「                

 15,400,000 円 

 を 

14,350,000 円 

 に、 
 15,000,000 13,950,000 

 14,600,000 13,500,000 

 8,750,000 8,650,000 

  」  」 

「    「   

 6,150,000 
 を 

6,200,000 
 に、 

 4,850,000 5,000,000 

  」  」 

「    「   

 2,500,000 

 を 

2,550,000 

 に改める。 
 1,950,000 2,000,000 

 1,450,000 1,500,000 

   

５



   

 1,050,000 1,100,000 

 750,000 800,000 

 450,000 500,000 

  」  」 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則（以下「改正

後の規則」という。）第２１条第２項の規定は、令和６年４月１日以後の期間に係る奨

学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例に

よる。 

３ 改正後の規則第２１条の２第２項の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後の期間に係る就労保育援護金について適用し、施行日前の期間に係る就労

保育援護金については、なお従前の例による。 

４ 施行日から令和７年３月３１日までの間における施行日前から引き続き改正後の規則

第２１条の２第１項の規定により就労保育援護金の支給を受ける者に対する同条第２

項の規定の適用については、同項中「８，０００円」とあるのは、「８，０００円（京

都市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則の一部を改正する規則（令和６年  月  

日京都市規則第   号）の施行の日前から引き続き保育所等において保育されてい

る者にあっては、１０，０００円）」とする。 

５ 改正後の規則第２１条の９第１項並びに別表第２ １第１級の項、第２級の項、第３

級の項及び第４級の項の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた遺族特別援護金

及び障害特別援護金について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた遺族特別援護

金及び障害特別援護金については、なお従前の例による。 

６ 改正後の規則別表第２ １第６級の項、第７級の項、第９級の項、第１０級の項、第

１１級の項、第１２級の項、第１３級の項及び第１４級の項の規定は、令和６年４月１

日以後に支給すべき事由が生じた障害特別援護金について適用し、同日前に支給すべき

事由が生じた障害特別援護金については、なお従前の例による。 

（行財政局人事部給与課）
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